
     

平成29 年 5 月 8 日 

報道関係者各位 

埼玉県川口市栄町三丁目 2 番 16 号 

株 式 会 社 Ａ Ｓ Ｊ 

 

 

株式会社株式会社株式会社株式会社ＡＳＪＡＳＪＡＳＪＡＳＪ    プレスリリースプレスリリースプレスリリースプレスリリース    

ASJASJASJASJ、経済産業省推進「、経済産業省推進「、経済産業省推進「、経済産業省推進「ITITITIT 導入支援事業者」に認定導入支援事業者」に認定導入支援事業者」に認定導入支援事業者」に認定    

 

株式会社ＡＳＪ（以下、「当社」）は、経済産業省が推進する「サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業」にお

ける「ＩＴ導入支援事業者」に認定されましたことをお知らせいたします。 

当該支援事業者に認定されたことにより、当社の補助金対象サービスを新規で導入する場合、お客様は

最大 100 万円の補助金を受けることができます。 

 

 ＩＴ導入補助金とは、中小企業・小規模事業者がＩＴツールのサービス（ソフトウェア・サービス等）を導入する

際、その事業費等の一部を補助することで、導入企業における生産性の向上等を図ることを目的としており、

サービス導入費の合計 3 分の 2 以内（上限額は 100 万円、下限額は 20 万円）が補助されるものです。 

 

 当社では、本制度を活用し、クラウド型グループウェア「HotBiz」等といった当社のサービスを導入していた

だくお客様に対し、当該制度を活用した導入支援を行います。そのことにより、お客様の導入コストの削減や

お客様の生産性向上などといった効果が期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ 

株式会社ＡＳＪ 仁井 健友 

Tel:048-259-5117 FAX:048-259-3700 E-mail:ir@asj.ne.jp 



     

 

■IT 導入補助金（サービス等生産性向上 IT 導入支援事業）の概要 

経済産業省が委託する事業として、中小企業・小規模事業者等がＩＴツール（ソフトウェア、サービス等）を導入す

る経費の一部を補助することで、中小企業・中規模事業者等の生産性の向上を目的としております。中小企業・小

規模事業者等が行う生産性向上に係る計画の策定や補助金申請手続等について、ＩＴベンダー、専門家等の支援

を得ることで、目的の着実な達成を支援するものとなっております。 

URL: https://www.it-hojo.jp/ 

 

【補助金額】  

1 事業者につき費用の 2/3 以内、下限 20 万円、上限を 100 万円とする。 

 

【補助金対象者】 

日本国内に本社及び事業所を有する中小企業・小規模事業者等に限り、補助金申請をすることができます。 

（申請の上、サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業局の審査がございます。） 

中小企業・小規模事業者等に該当するかにつきましては、同事業のウェブページ等にてご確認ください。 

 

■IT 導入補助金対象として申請した当社サービス 

 クラウド型グループウェア「HotBiz」 https://www.hotbiz.jp/ 

 クラウド型ネット予約システム「e リザーブ」 https://www.asj.ne.jp/ereserve/ 

 高機能ショッピングカート 「ショッパー」 http://www.asj.ne.jp/shopper/ 

 決済代行サービス「ASJ ペイメント」 https://www.asjpayment.jp/ 

 

■株式会社 ASJ 会社概要（URL: https://www.asj.ad.jp/） 

会社名 株式会社ASJ（東証 証券コード:2351） 

所在地 埼玉県川口市栄町三丁目2 番 16 号 

代表者 代表取締役会長兼社長 丸山治昭 

事業内容 ネットサービス事業 

資本金 9 億 1,925 万円 

 


